平成２２年度　『たんぽぽホーム』運営管理規定

一般社団法人　ゆずりは

代表理事；木村康三

２０１０年４月１日
Ⅰ　ホームの運営規定

（事業の目的）

第1条 　当ホームが実施する小規模住居型児童養育事業は、養育者の住居において複　　　数の児童によるかかわり合いを活かしつつ、受託児童の自主性を尊重し、基本的な生活習慣を確立するとともに、豊かな人間性及び社会性を養い、受託児童の自立を支援する。

（運営の方針）

第2条 　事業者は、児童の意思や人格及び個性を尊重し、差別的な対応をすることなく、常に公平な態度で接し、その権利擁護に努めるものとする。

２　事業の運営に当たっては、事業所と地域との結びつきを重視するとともに、児童相談所、児童家庭支援センター、学校、児童委員、医療機関、警察等の諸機関との連携に努めるものとする。

３　事業者は、受託児童の養育に関し、児童相談所長が作成する自立支援計画に従って行うものとする。

（養育者等の職種、員数及び職務の内容）
第3条 　事業に従事する養育者等の職種、員数及び職務の内容は次の通り。

（1） 管理者（養育者）１名　　事業の管理運営に関すること、及び児童の養育

　　　　　　　　　　　　全般

（2） 養育者　　　　　１名　　児童の養育全般

（3） 補助者　　　　　５名　　児童の養育補助及び家事援助

（入居定員）

第4条 　入居定員は、６人とする。

（養育の内容）

第5条 養育の内容は次の通りとする。

（1） 快適な生活環境を整え、衣・食・住の必要を満たす。

（2） 家庭的な生活を通し、基本的な生活習慣を体得できるよう努める。

（3） 心身の健康管理に配慮し、健全でバランスのとれた発育・発達の援助に努める。

（4） 教育の機会を保障し、ひとりひとりの能力や発達段階に応じた学習の指導や援助を行う。

（5） 規則正しい日常生活をともにすることを通して、自立に向けた生活指導及び援助を行う。

（緊急時等における対応方法）

第6条 　事業者は緊急の事態が生じた場合やその他必要な場合に応じて、学校、児童相談所、児童福祉施設、医療機関やその他関係機関との連携の上、受託児童のために必要な措置を講ずるものとする。

第7条 事業者は、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害に備えるため避難練習やその他必要な訓練を行うとともに、消火器等の消火設備、火災報知器、非常口、その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。

（委託児童の権利擁護、虐待の防止等を図るために必要な事項）

第8条 事業者は委託児童の権利擁護、虐待の防止等のために必要な管理責任の所在を明確にし、必要な態勢の整備を行うとともに、養育者、補助者に対して定期的な研修を実施するものとする。

（外部評価の実施等、養育の質の向上のために図る措置の内容）

第9条 事業者は、自ら行うその養育の質を評価するとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて、それらの結果を公表し、常に養育の質の改善を図るよう努めるものとする。

（その他運営に関する重要事項）

　　第１０条　事業所には、養育者及び補助者の養育記録（日誌）のほか、資産の管理台帳及び日常の収支を管理する会計帳簿、受託児童の処遇の情況を明らかにする帳簿等を整備するものとする。

　　　　　２　事業者は、受託児童からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を設置するなど必要な措置を講ずるものとする。

　　　　　３　事業者及び養育者や補助者は、正当な理由なく、その業務上知り得た受託児童またはその家族の個人情報や秘密を第三者に漏らしてはしてはならない。また養育者や補助者であったものに対しても、秘密保持・個人情報管理のために必要な措置を講ずるものとする。

　　　　　４　事業者は、児童の使用する居室、食器その他の設備、及び飲用に供する水について、衛生管理に努めなければならない。また、その他衛生上必要な措置や、感染症予防のための措置を講ずるものとする。

　　　　　５　この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、事業所の管理者と養育者等との協議に基づいて定めるものとする。

附則　　この規定は、平成２２年４月１日から施行する。

　

Ⅱ　ホーム概要

（1） ホームの名称　　　たんぽぽホーム

（2） 定員　　　　　　　６名

（3） 事業開始期日　　　平成２２年　４月１日

（4） ホーム開所期日　　平成２２年　４月１日

（5） 開設場所　　　　　福岡市早良区西１０８－４

（6） 連絡先　　　　　　tel＆fax  092-803-0253   携帯090-6428-0940

（7） 家屋間取り等　　　

　　　　　　児童居住部分　　洋室；９．７５帖（６帖と３．７５帖）

　　　　　　　　　　　　　　洋室；９．７５帖（５帖と４．７５帖）

　　　　　　　　　　　　　　和室；４．５帖

　　　　　　共有部分　　　　リビング；７．５１帖

　　　　　　　　　　　　　　ダイニングキッチン；１０．０６帖

　　　　　　　　　　　　　　風呂１か所；２帖（１坪）

　　　　　　　　　　　　　　トイレ２か所

　　　　　　　　　　　　　　洗面所２か所

　　　　　　　　　養育者居住部分　洋室（広間；１２．１３帖）

　　　　　　　　　　　　　　　　　納戸（４帖）

　　　　　　　　　その他　　　　　事務所兼書斎(４帖)

Ⅲ　管理者及び養育者の経歴、資格

1、 木村　康三　　

《里親に関する経歴》

平成１８年　６月　里親登録

平成１８年　７月　３歳（当時）男児　　受託

　　　　　　　　　　　平成２１年　１月　１１歳（当時）男児　　受託

　　　　　　　　　　　平成２１年　８月　４歳女児　受託

　　　　　　　　　　　平成２１年１１月　専門里親講義研修修了（別紙；修了証書）
　　　　　　　　　　　平成２２年　３月　１６歳女児　受託
　　　　　　　　　　　平成２２年　４月　８歳男児　受託
　　　　　　　　　　　平成２２年　４月　専門里親認定
　　　　　　《資格及び職歴》

　　　　　　　　　　　小学校教諭一種免許状　　　　　　　　　　　　
２、木村　百枝　　　　平成１８年　６月　里親登録

平成１８年　７月　３歳（当時）男児　　受託

　　　　　　　　　　　平成２１年　１月　１１歳（当時）男児　受託

　　　　　　　　　　　平成２１年　８月　４歳女児　　受託

　　　　　　　　　　　平成２２年　３月　１６歳女児　受託
　　　　　　　　　　　平成２２年　４月　８歳男児　　受託
Ⅳ　事業計画書

　事業目的

　　　要保護児童に家庭的な生活の場を提供し、養育者や他の児童との生活を通し、豊かな人間性及び社会性を養うとともに児童の健全な発達を援助する。

1、 基本方針（事業所の運営に際し重要視していること）

（1） 児童の意思や人格及び個性を尊重し、一人ひとりの必要に応じた養育に努める。

（2） 養育者ならびに補助者間での連携を図り、児童の養育及び援助内容を考える。

（3） 養育の質の向上に努め、養育者及び補助者に対し定期的な研修を実施する。

（4） 月に１回のホーム会議を実施し、児童の状況ならびに養育内容についての確認・検討を行う。

（5） 地域に密着したホーム運営を心がけ、地域での社会資源の有効な活用に努める。

2、 事業内容

（1） 措置された児童の養育及び生活全般にわたる援助を行う。

（2） 自立或いは家庭復帰に向けた支援を行う。

（3） 児童相談所等関係機関との連携。

児童相談所、学校、子育て支援センター、医療機関等との連携を密にし、効果的な養育及び支援を行う。

Ⅴ．　職員名簿
	氏名
	性別
	年令
	資格
	職務内容
	勤務態様

	木村　康三
	男
	６０
	専門里親

小学校教諭１種
	管理者（養育者）
	事業所を生活の拠点

	木村　百枝


	女
	５７
	養育里親

小学校教諭１種

中学校助教諭
	専任養育者
	事業所を生活の拠点

	木村　伸寛
	男
	２４
	ワープロ２級
	養育補助
家事援助
	事業所を生活の拠点

	松尾　邦子
	女
	５９
	小学校教諭１種

養護学校教諭１種

幼稚園教諭
	養育補助

家事援助
	通勤

	津奈木　昌子
	女
	５３
	小学校２級普通免許
	養育補助

家事援助
	通勤

	増山　美起子
	女
	５４
	
	養育補助

家事援助
	通勤

	山口　湧人
	男
	２１
	（福岡教育大学３年）
	養育補助
	通勤




















